
議案第３１号 

 

   あきる野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  平成３０年３月３０日 

 

                 提出者  あきる野市長 澤 井 敏 和      

 

提案理由 

 地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第 号）等の施行に伴い、規定を整備

する必要がある。 

 

   あきる野市税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

 あきる野市税賦課徴収条例（平成７年あきる野市条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２０条中「第４８条第３項」を「第４８条第５項」に、「第５２条」を「第５２条第１

項及び第４項」に、「及び」を「並びに」に改める。 

 第３１条第２項中「当該」を「同表の」に改める。 

 第３６条の２第２項中「によって」を「により」に、「第２条第２項ただし書」を「第２

条第４項ただし書」に改め、同条第４項中「によって」を「により」に、「においては」を

「には」に改め、同条第５項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に、

「、第１項」を「、同項」に改め、同条第６項から第８項までの規定中「においては」を

「には」に、「の者」を「に掲げる者」に改める。 

 第４７条の３中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。 

 第４７条の５第１項中「においては」を「には」に、「以下この節」を「次条第２項」に

改め、同条第３項中「第４７条の５第１項」と」の次に「、「の特別徴収義務者」とあるの

は「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義務

者」と」を加える。 

 第４８条第７項中「第５２条第２項」を「第５２条第４項」に改め、同項を同条第９項と

し、同条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の場合」に改

め、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、同条第３項中「第５項第１号」

を「第７項第１号」に改め、同項を同条第５項とし、同条第２項中「法の施行地に本店若し

くは主たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国法人」に、「第３２１条の８第  

２４項」を「第３２１条の８第２６項」に、「前項」を「第１項」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人（以下この条において

「内国法人」という。）が、租税特別措置法第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８



条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２４項

及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条の９３

の３第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８第２５項及び

令第４８条の１２の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申告

納付すべき法人税割額から控除する。 

 第５２条第１項及び第２項中「によって」を「により」に改め、同項を同条第４項とし、

同条第１項の次に次の２項を加える。 

２ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条

第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第１項の法人税額の課税標

準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第 

 ５２条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。  

３ 第５０条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の

１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条

第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である

場合には、同日）から同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

 第５２条に次の２項を加える。 

５ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条

第７項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきこと

を予知して提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第４項の連結法人税額の課

税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から

第５２条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。  

６ 第５０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。この場合において、同

条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市

民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の

１５の５第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあるの

は、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条



第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前で

ある場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるもの

とする。 

 第５３条の７中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項ただし書」に改める。  

 第５４条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１２」に改める。  

 附則第４条の２第１項中「第４８条第３項」を「第４８条第５項」に改め、同条第２項中

「第５２条」を「第５２条第１項及び第４項」に、「同条」を「これら」に改める。  

 附則第５条第１項中「第５２条に」を「第５２条第１項及び第４項に」に、「同項」を

「前条第２項」に、「同条」を「これらの規定」に改める。 

 附則第１０条の２第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条第２項第７号」を「附則第

１５条第２項第６号」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項から第１４項までを１項

ずつ繰り上げ、同条第１５項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」

に改め、同項を同条第１４項とする。 

 附則第１０条の３第３項を削り、同条第４項中「附則第１５条の８第３項」を「附則第  

１５条の８第１項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第８

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条の８第４項」を「附則第

１５条の８第２項」に、「附則第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１

号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第１５条の８第５項」を「附則

第１５条の８第３項」に改め、同項第２号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第

１５項」に、「同条第１７項」を「同条第８項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第７

項中「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第８項中「附則第７条第９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め、同項第４号中

「附則第１２条第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め、同項第６号中「附則第１２

条第３１項」を「附則第１２条第２２項」に改め、同項を同条第７項とし、同条第９項中

「附則第７条第１０項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項第５号中「附則第 

１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同項を同条第８項とし、同条第１０

項中「附則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第９項

とし、同条第１１項中「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１１項各号」に改め、

同項第５号中「附則第１２条第３８項」を「附則第１２条第２９項」に改め、同項を同条第

１０項とし、同条第１２項各号列記以外の部分中「附則第７条第１４項」を「附則第７条第

１３項」に、「附則第１２条第２６項」を「附則第１２条第１７項」に改め、同項第５号中

「附則第７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に改め、同項を同条第１１項とする。 

 附則第１１条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平

成３２年度まで」に改め、同条第６号中「にあっては」を「には」に改める。  

 附則第１１条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年度」を「平成３１年度又は平

成３２年度」に改め、同条第１項中「平成２８年度分又は平成２９年度分」を「平成３１年

度分又は平成３２年度分」に改め、同条第２項中「平成２８年度適用土地」を「平成３１年

度適用土地」に、「平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年度類似適用土地」に、「平

成２９年度分」を「平成３２年度分」に改める。 



 附則第１２条の見出し及び同条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に改め、同条第２項及び第３項中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に

改め、同条第４項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２

年度まで」に、「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に改め、同条

第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に改める。 

 附則第１２条の２の見出し中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改め、同条中「平成２７年法律第２号）附則第１８条」を「平成  

３０年法律第 号）附則第２２条」に、「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成  

３０年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１３条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０

年度から平成３２年度まで」に改める。 

 附則第１３条の３第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から

平成３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成

３０年度から平成３２年度まで」に、「にあっては」を「には」に改める。 

 附則第１５条第１項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成

３２年度まで」に改め、同条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３１  

日」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後のあきる野市税賦課徴収条例（以下「新条例」という。）第

５２条第２項、第３項、第５項及び第６項の規定は、平成２９年１月１日以後に同条第１

項又は第４項の申告書の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成  

 ３０年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取得された地方税法等の一部

を改正する法律（平成３０年法律第 号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和 

 ２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に規定する施設又は

設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に新築された旧法附則第１５条

の８第２項に規定する貸家住宅の敷地の用に供する土地のうち同項に規定する旧農地に対

して課する固定資産税については、なお従前の例による。 


